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１   開  会  

２   松 本 市 上 下 水 道 局 長  あ い さ つ  

３   会  議  

（ １ ）  道 路 占 用 ・ 道 路 掘 削 申 請 に つ い て  

（ 建 設 部 維 持 課 ）  

資 料 １  

（ ２ ）  総 務 課 か ら の 連 絡 事 項  資 料 ２  

（ ３ ）  

（ ４ ）  

上 水 道 課 か ら の 連 絡 事 項  

下 水 道 課 か ら の 連 絡 事 項  

資 料 ３  

資 料 ４  

（ ５ ）  営 業 課 料 金 担 当 か ら の 連 絡 事 項  資 料 ５  

（ ６ ）  

営 業 課 給 排 水 施 設 担 当 か ら の 事 務

連 絡 (宅 内 給 排 水 工 事 申 請 に つ い て )  

資 料 ６  

（ ７ ）  同 （受益者負担金・補助金等について） 資 料 ７  

４   閉  会  

 

日時 令和 ８年 ７月 ２日（木） 

 １４：００～ 

場所 松本市音楽文化ホール 

（小ホール） 

 松本市島内４３５１  
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松本市市道等の占用に関する規則について 

 

１ 道路占用許可申請について 

⑴ 申請書（様式第６号(第６条関係)）は２部提出してください。 

⑵ 申請書を維持課で受領後、許可手続きに約２～３週間ほどかかりますので、余裕を持って申請

いただくようお願いいたします。 

⑶ 各種申請書記載要領については、松本市ホームページ記載の道路占用許可申請の手引き内「道

路占用許可申請書の書き方」をご参照ください。 

 ※ 既に占用許可されている物件の布設替工事を行う場合も、変更の占用許可申請が必要になり

ますので、ご注意ください。 

 

２ 道路掘削許可申請について 

⑴ 概要 

上下水道・ガス等の各戸引き込み工事等の軽易な掘削工事については、新たな占用許可申請（変

更申請）を必要としない既許可物件（本管等）の軽易な変更として取り扱うこととし、道路掘

削工事許可として扱うもの。 

⑵ 対象 

① 各戸へ引き込むための上水道管、下水道管、ガス管、又は電線の埋設工事で、工事期間が

１日程度であるもの。（占用延長が２０ｍを超えないもの） 

② 本管埋設工事等に先立つ試験堀等で、工事期間が１日程度であるもの。 

③ 電柱等のアース設置工事で、工事期間が１日程度であるもの。 

④ その他これに類するもの。 

⑶ 一般的事項 

① 申請書１部と同時に許可書１部を提出してください。また、掘削申請の際には、道路工事

届（消防署提出用１部）及び道路使用許可申請書（警察署提出用２部）を同時に提出して

ください。 

② 申請書を維持課で受領後、許可手続きに１週間ほどかかりますので、あらかじめご承知お

きください。 

 

 申請様式、申請方法等は昨年度からの変更はありません。占用許可・道路掘削許可に係る必要な各

種様式は、ホームページよりダウンロードができます。「道路占用許可申請の手引き」も掲載してお

りますので適時ご確認ください。 

松本市公式ホームページ → 住まい・交通 → 道路・水路・交通機関 → 道路・橋梁 → 市

道占用について の順にクリック。または、トップページの検索欄に「市道占用」と入力し検索して

ください。 

 アドレス https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/83/3257.html 

  

不明な点等がありましたら、建設部維持課管理担当（電話 34-3019）までご連絡ください。 

 

二次元コード 
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【道路工事に関する注意事項】 

 

⑴ 舗装本復旧が未完了なものがあります。該当箇所は早急に本復旧工事を施工し、完了届を提

出してください。（いつまでも責任を問われます） 

 

⑵ 管路の布設替えなどにより不要となる施設は、新たな占用工事に伴い撤去してください。  

 

⑶ 工事を行う場合は、早めに予告看板等を設置し、その工事の目的、施工者、工事期間、通行規

制の方法及び時間帯を必ず明記してください。また、迂回路において、ほかの工事による通行規

制の予定がないか確認してください。 

 

⑷ 仮・本復旧とも舗装面は現況路面にすり合わせるものとし、余盛りは行わないでください。 

 

⑸ 道路復旧は原状復旧が原則です。工事に付随して沿道の住民より民地側の舗装を要望がされ

たときは、維持課と協議してください。 

 

⑹ 申請書には、建築計画の平面図を利用し、どんな事情で占用したいか明記してください。 

 

⑺ 掘削した状況により予測と違う舗装構成が確認されたときは、復旧前に相談の上、指示に従

い施工してください。（舗装厚さ、コンクリート、安定処理されていた場合など） 

 

⑻ 浸透桝付近（浸透層）の掘削はできません。配管場所の選定には注意するとともに、掘削中に

露出したときは工事を中止し、相談の上、指示に従ってください。 

 

⑼ 掘削箇所にわき水やたまり水が確認されたときは、復旧前に相談の上、土砂の流出や地盤の

緩みを防止するための対策を講じてください。 

 

⑽ 必要以上の舗装切断が舗装劣化の要因となっています、切断は掘削範囲に留まるよう注意し、

もし必要以上に切断したときは、その範囲も含めて舗装の打換えを実施してください。 

 

⑾ 本復旧時は、影響幅の上層路盤も含めた全体を打替えてください。 

 

⑿ Ｌ型側溝やＵ字溝など下を通過するときは、構造物を一時撤去した上で管を敷設してくださ

い。やむを得ず撤去が不可能な場合は、最小限の掘削で鞘管による推進工法により施工してく

ださい。 

 

⒀ 規制に関する路面表示は、仮復旧の段階でも復旧し、本復旧時には溶融式で現状に復してく

ださい。 

 

⒁ 道路側溝に土砂を落とさないよう努め、工事完了後は側溝の清掃をしてください。 
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令和８年度 道路占用許可申請等の主な変更点について 

 

１．道路占用許可申請の手引きについて 

⑴ 仮復旧時に先行して上層路盤を入れて本復旧時に上層路盤の入替えを省略することができ

る条件が一部緩和されました。 

⑵ 大型車の交通量が多い道路は進行方向に対してＶ型または◇型の形状で本復旧をしてくだ

さい。 

⑶ 同時期に複数個所を掘削し、互いの本復旧範囲の距離が１.２ｍ未満の場合、その間も本復

旧してください。 

ただし、分譲地等で複数の引込・取付管を設置する場合や、既設管を閉栓し新たに引込・取

付管を設置する場合は１.２ｍ以上であってもその間も本復旧範囲としてください。 

 

２．道路掘削許可書について 

これまで個別に許可書に押印していた以下３点の指示を定型の許可条件として記載することと

なりました。 

⑴ 白線、道路標示は原状復旧すること 

⑵ 舗装本復旧は道路全巾にて行うこと 

⑶ 側溝等構造物の地山を崩さないように施工すること 

（地山断面写真、鞘管施工写真を添付すること） 

つきましては、今後は個別の指示がなくても各自ご確認の上、遵守してください。 

（新しい許可書の様式は市のウェブサイトに掲載しています。） 

 

３．着手届について 

  これまで明確ではありませんでしたが、今後は現況写真を添付するようお願いします。 
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５ 路面舗装復旧について 

(1) 復旧断面 

ア 仮復旧の舗装厚 

交通量の少ない道路（大型車交通量 1方向 100台未満） 4cm 

交通量の多い道路 （大型車交通量 1方向 100台以上） 5cm 

歩道（乗入れは除く）                3cm 

（主要幹線道路では、必要に応じて仮復旧においても基層を設けること） 

イ 本復旧の舗装厚及び路盤構成 

掘削したとき（仮復旧施工時）に、現状の舗装路盤厚を記録し、同等以上の舗装

路盤構成で復旧すること。                   （別紙 2参照） 

ただし、現状がオーバーレイ工法などにより必要以上に表層が設けられ、かつ路

床が安定している場合は、別途相談すること。 

なお、縦断掘削で舗装全幅もしくは一車線全幅の打換えを行う場合、または、掘

削深さが１ｍ以内かつ埋戻しを良質土で全土入替えする場合（縦・横断掘削）は、

本復旧において影響幅分の上層路盤の入替えを省略できる。    （別紙 3参照） 

ただし、本復旧施工前に掘削断面及び影響幅に沈下が認められた場合は影響幅分

を含めて上層路盤の入替えを実施すること。 

(2) 仮復旧 

ア 仮復旧は工事終了後、ただちに実施することを原則とする。やむを得ずただちに

実施できない場合は、路盤の砕石の飛散や洗堀等により、通行に支障を生じさせな

いよう適切な措置を講じること。 

イ 仮復旧工事完了後ただちに、道路占用工事(仮復旧)完了届を提出すること。 

（松本市市道の占用等に関する規則第 10条）届出は許可単位で提出すること。 

ウ 仮復旧の完了届には下記の写真を添付すること。 

・ 着手前・各工程の作業中と検測、完了。 

・ 鞘管による施工の場合、打設状況が確認できるもの。（真横から撮影） 

・ 埋め戻し状況のわかるもの。（水締め状況写真含む） 

・ 既設表層厚・上層路盤厚が確認できるもの。 

・ 仮復旧の幅及び延長が確認できるもの。（路肩までの舗装残余幅の確認） 

エ 仮復旧終了後本復旧までの間は、占用者において常に保守点検を行い、十分な維

持管理をすること。 

(3) 本復旧（自主復旧） 

ア 復旧範囲は掘削線から両側 30cm以上とする。 

ただし、本復旧の残余幅員が路肩またはセンターラインから 1.2ｍ未満の場合、ま

たは、舗装幅員が 3ｍ以下の場合は、全幅にわたり本復旧すること。（別紙 4 参照） 

また、2車線以上の道路で縦断掘削する場合は、原則 1車線全幅を本復旧するこ

と。                            （図 7参照） 

イ 大型車の交通量が多い（大型車交通量 1方向 250台/日以上）道路は、進行方向に

対してＶ型・◇型の形状で本復旧を行うこと。         （図 8参照） 
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総務課からの連絡事項 
 

 

 

１ 令和８年度下水道排水設備工事責任技術者試験等について 

 

２ 松本市上下水道局指定給水装置工事事業者及び松本市下水道排水設備指定 

工事店の申請・届出について 

 

３ 松本市指定給水装置工事事業者の指定更新について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



 

下水道排水設備工事責任技術者更新講習及び共通試験・受験講習について 

 

１ 令和８年度更新講習について 

⑴ 受講案内等の送付 

（公財）長野県上下水道公社から、受講対象者へ直接、申込書等の郵送 

  ア 発送日 令和８年６月上旬 

  イ 発送先 責任技術者の有効期限が令和９年３月３１日の者 

       ※令和３年度に更新講習を修了又は共通試験に合格し、(公財)長野県上下 

水道公社に責任技術者登録を行っている者 

 ⑵ 受講申込書受付期間 

   令和８年６月１日（月）～６月３０日（火）（消印有効） 

 

２ 令和８年度共通試験・受験講習について 

⑴ 責任技術者試験 

 ア 申 込 期 間 令和８年９月１日（火）～９月３０日（水）（消印有効） 

 イ 日時・場所 令和８年１１月２８日（土） １３：３０～１５：３０ 

         安曇野市役所 及び 豊科交流学習センター「きぼう」 

 ウ 合 格 発 表 令和８年１２月中旬 

         (公財)長野県上下水道公社のホームページへ合格者番号掲載 

⑵ 受験講習 

 ア 申 込 期 間 責任技術者試験と同時に受付 

 イ 日時・場所 令和８年１０月２４日（土） １３：３０～１５：３０ 

         安曇野市役所 

 ウ 受講対象者 責任技術者試験を受験する者のうち希望者 

⑶ その他 

ア 受験資格や申込方法等の詳細は、(公財)長野県上下水道公社のホームページで 

ご確認ください。 

イ 試験に合格された方は、(公財)長野県上下水道公社へ登録することにより、責

任技術者の資格が発生します。また、登録により、協定団体すべての排水設備責

任技術者となります。 

 

３ 問合せ先 

  （公財）長野県下水道公社 （TEL ０２６－２３２－２３７３） 

   ホームページアドレス https://www.n-joge.or.jp/ 
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松本市上下水道局指定給水装置工事事業者及び 

松本市下水道排水設備指定工事店の申請・届出について 

 

１ 登録等事務の電子申請について 

  令和７年４月より指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の申請・届出事 

務においてLogoフォームによる電子申請がご利用いただけます。 

 詳しくは、以下のＵＲＬ又はＱＲコード（松本市上下水道局ホームページ）をご覧 

ください。 

【松本市上下水道局給水装置工事事業者の申請等について】 

  https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1009.html 

【松本市下水道排水設備指定工事店の申請等について】 

 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1008.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 引き続き窓口や郵送での申請も受け付けています。 

 

２ 電子申請できる申請項目 

 ⑴ 給水装置工事事業者の申請・届出の場合 

ア 指定申請（新規・継続） 

  イ 指定事項の変更届（商号、代表者・役員、住所変更、主任技術者の選任・解任 

等） 

  ウ 指定給水装置工事事業者の「廃止」「休止」「再開」届出 

  エ 給水装置工事主任技術者選任・解任届（※上記イ「変更届」を同時申請） 

  オ 指定給水装置工事事業者証の再交付申請 

 ⑵ 排水設備指定工事店の申請・届出の場合 

  ア 指定申請（新規・継続） 

  イ 指定事項の異動届（商号、代表者・役員、住所変更、責任技術者の選任・解任等） 

  ウ 排水設備指定工事店の指定辞退届（※指定要件を欠く、欠格事項のいずれかに該

当又は営業を廃止若しくは休止する場合） 

  エ 排水設備指定工事店証の再交付申請 

総―２ 
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指定給水装置工事事業者 

の申請等について 

ホームページ 

 

排水設備指定工事店 

の申請等について 

ホームページ 



 

 

 

松本市指定給水装置工事事業者の指定更新について 

 

 

松本市上下水道局指定給水装置工事事業者の有効期限が令和８年９月２９日となって

いる指定給水装置工事事業者の皆さまに、下記のとおり指定更新に関する通知を郵送し

ます。指定の更新を希望される場合は、継続のお手続きをお願いいたします。指定を希望

されない場合は、廃止届の提出をお願いいたします。 

 

 

１ 更新対象事業者 

  指定給水装置工事事業者証の有効期限が令和８年９月２９日の事業者 

 

２ 更新指定となった場合の指定期間 

  令和８年９月３０日から令和１３年９月２９日まで 

 

３ 更新申請時の提出書類等（水道法第２５条の２を準用） 

 ⑴ 指定申請書（様式第１号） 

 ⑵ 誓約書（様式第２号）【欠格要件非該当】 

 ⑶ 機械器具調書 

 ⑷ 給水装置工事主任技術者選任届出書（様式第６号） 

  ※ 免状又は技術者証の写しを添付 

 ⑸ 定款及び登記事項証明書（法人）又は住民票の写し（個人事業者） 

 ⑹ 機械器具の写真 

 ⑺ 営業所の平面図、付近見取り図及び営業所の写真 

 ⑻ 指定給水装置工事事業者確認調書 

 ⑼ 旧事業者証 

 

４ 更新手数料（松本市給水条例第３１号） 

  １０，０００円 

 

５ その他 

  指定更新に関する通知は、令和８年７月上旬に郵送いたします。 

 

６ 問合せ先 

  松本市上下水道局 総務課 総務担当 

  TEL：０２６３－４８－６８００ 

  FAX：０２６３－４７－２１３７ 

総―３ 
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松本市上下水道局  

 

給水管の出水不良について 

 
 

給水装置工事において、既設給水管を利用する場合は、必ず工事前に出水状況の確認を 

下記のとおりお願いします。 

 

記 

 

 

１ 給水管止水栓での確認について 

水圧、水量の確認をお願いいたします。 

  修理には、時間を要しますので、異常が確認された場合は、速やかに下記にお問い合

わせ下さい。 

 

２ 給水管サドル分水栓の防食コアについて 

  インサートコア・密着コアが導入されたのは、平成１０年前後であり、それ以前に設

置されたサドル分水栓は、閉塞しやすいです。 

  平成１０年以前に設置され、使用しなかった給水管サドル分水栓は水が出ない場合も 

 あります。 

 

３ 閉塞原因 

  本管が鋳鉄管で、削孔した際に削り口の金属露出面から錆が発生して、その錆が成長

し閉塞します。   

 

４ お問合せ 

    松本市上下水道局 上水道課 漏水防止担当 

     電 話：０２６３－４８－６８３０ 

     ＦＡＸ：０２６３－４８－６８９０ 
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下水道課からの連絡事項 
 

※令和８年度注意事項 

１ 申請について 

⑴ 書類の記入漏れ、ミス、必要な書類が添付されていないことが多々見受けられます。社内で必

ずチェックを行ってから提出をしてください。 

⑵ 申請書類の修正テープ、修正ペンによる修正は認めません。 

⑶ 下水道施設設置同意書は引き続き押印が必要となります。コピーは認めません。 

⑷ 申請前には必ず現場調査を行い、現場状況に合った申請を行ってください。 

⑸ 申請書や同意書は原本を提出してください。コピーは認めません。 

⑹ 汚水桝調査票の計算式は宅内管最低土被り0.3m、管径 0.1m以外の追加は認めません。宅内側 

のステップ等は汚水桝深さに考慮しません。（市上下水道局HP掲載の書式をご使用ください。） 

⑺ 公共桝・宅内排管を隣地で共有している場合があります。公共桝の移設又は撤去の際には現場 

 を確認し十分注意して申請・施工してください。 

 ２ 道路掘削許可書の変更について 

  これまで個別に許可書に押印されていた以下について定型の許可条件として記載されました。 

今後は個別の指示がなくても、該当する場合は遵守してください。（市上下水道局HPに新書式（下 

水道用）を掲載していますので、そちらをご使用ください。） 

  ⑴ 白線、道路標示に関すること。 

  ⑵ 舗装本復旧に関すること。 

  ⑶ 側溝等構造物の地山に関すること。 

３ 現場・検査について 

⑴ 立会い検査が必要な場合は、事前に日程調整をお願いします。 

⑵ 申請内容に変更が生じる場合は、事前に下水道課と協議をしてください。 

⑶ 竣工図面は、申請図面に赤書きで出来形の数値を記入して提出をしてください。 

⑷ 下水道施設の設置状況がはっきりとわかるよう、写真の撮影を行ってください。 

（インバート、可とう継手設置・接続、支管番線締付・取付、砂基礎施工状況など） 

⑸ 支管取付の接合剤は使用材料に応じ、適正な量を塗布してください。 

⑹ 支管閉塞の際はキャップ等の内側へ「閉」の記載にご協力をお願いします。 

⑺ 土留めをせずに施工している現場が見受けられます、適正な土留め設置を行ってください。 

   ⑻ 砂基礎部分に粒径の大きい石等が混じっていることが見受けられます。十分に留意して施工 

してください。 

1 下水道施設の新設や変更に関する留意事項 

⑴新設について 

ア 土地の区画形質の変更に伴い下水道施設（本管、公共汚水桝）の新設が必要な場合は、「汚水放流

許可申請」が必要となります。 

イ 申請する際は事前に当課及び関係機関との打合せをお願いします。許可には申請書類が揃って受

付した日から２週間程度を要します。道路掘削許可についても同様です。（梓川地区の区域外放流

については、関係機関への協議にさらに時間を要しますのでご承知おきください。） 

 

ウ 手続きを施工業者が代行する場合は、許可書を必ず申請者に届けてください。また、許可書に附

された条件を申請者に説明してください。問題が発生した場合には、申請者へ連絡することがあ

ります。 

資 料 ４ 
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エ 申請書に添付する公図及び土地の全部事項証明書(写し)は提出日から３か月以内の書類としてく

ださい。 

オ 私有地に下水道本管を設置する場合は、地役権の設定・登記が必要となります。 

⑵変更(軽微なもの)について 

ア 下水道施設の移設・撤去・取替・補修工事は、工事着手前に「下水道施設（移設・撤去・取替・

補修）届」を提出してください。 

イ 工事着手前に既存利用施設が使用可能であることを確認して施工してください。 

ウ 工事完了後は、完了届を速やかに提出してください。完了届の受理をもって供用開始となります

ので、申請者等に迷惑が及ばないようにしてください。 

エ 土地利用の変更に伴い不要となる下水道施設は、撤去をしてください。 

オ  現況写真を添付してください。 

 

2 下水道施設の設計・施工について 

⑴ 松本市公共下水道設計基準（令和 7 年 6 月 1 日適用）に基づき設計・施工してください。 

⑵ 管布設は汚水の溜りが生じないように作業段階ごとに点検鏡で確認してください。 

⑶ 工事写真の撮り忘れがないよう十分に注意してください。 

 

3 自営工事の検査について 

⑴ 検査依頼書の提出時には管内の洗浄及び現場への墨入れを済ませておいてください。 

⑵ 工事写真の不足で施工内容が確認できない場合は、申請者の負担で掘削確認を行います。 

⑶ 本管の施工がある場合は、必ず現場責任者が検査に立ち会ってください。 

 ⑷ 放流検査完了通知の発行には、検査依頼から 2 週間程度を要します。 

4 その他 

⑴ 下水道課からのお願い 

ア 施設変更の完了届が未提出の工事が多数ありますので各社確認のうえ至急提出してください。 

イ 道路の本復旧については各社で確認し未施工がある場合は至急本復旧を行ってください。 

ウ 掘削申請について上水道給水管と併設する場合は、掘削延長が長い方で申請してください。 

⑵ ホームページ掲載資料 

ア 自営工事様式については下記に掲載しています。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1454.html 

イ 上下水道台帳は「松本デジタルまっぷ」から閲覧できます。（最新の台帳は窓口でお問い合わせくだ

さい。） 

https://www2.wagmap.jp/matsumoto/Portal 

 

 

 

 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1454.html
https://www2.wagmap.jp/matsumoto/Portal


汚　水　桝　調　査　票
汚水桝 No. 権利者名
汚水桝深さ m 調査年月日
桝種別
工事名
委託者
調査者

検 設置位置 人孔No. + 50.0 m

取付管線路延長 l = 5.0 m （～官民界 4.2 m）
測

最上流入口地盤高 GL.1 = 641.26 m
（宅内最上流の地盤高）

内 汚水桝位置地盤高 GL.2 = 641.46 m
（汚水桝の地盤高）
宅内管布設延長 L = 50.0 m

容
汚 式①（宅内勾配20‰）

+ ( ) + 最低土被り + 流入管径 =
水 ( GL.2 - GL.1 ) + ( L * 0.02 ) + 0.30 + 0.10

桝 ( 641.46 - 641.26 ) + ( 50.0 * 0.02 ) + 0.30 + 0.10 = 1.70
( 0.20 )

Ｈ
式②（宅内勾配10‰）

の ( GL.2 - GL.1 ) + ( L * 管路勾配 ) + 0.30 + 0.10

決 ( 641.46 - 641.26 ) + ( 50.0 * 0.01 ) + 0.30 + 0.10 = 1.10

定

※ 式①で設計汚水桝深さが1.5ｍを超える場合には式②を用いること。
※ 式②を用いても設計汚水桝深さが1.5ｍを超える場合には下水道課と協議すること。
※ 計算式は変更しないこと。

1 〇〇　〇〇
1.00

横型 保護蓋 有

特
　
記
　
事
　
項
　
・
　
平
　
面
　
図

1

地盤差 管布設延長 * 0.02 設計汚水桝深さ

宅内排水管路を記入した敷地配置図を貼付

その他の追加は認めません。

（宅内側のステップ等）

書式を変更しないでください。

3



道　路　掘　削　許　可　書

令和 年度

住　所

氏　名

（担当者）

次のとおり、道路掘削工事を許可します。

路 線 名 市道 号線　

場 所 松本市

　令和　　年　　月　　日　から 令和　　年　　月　　日 までのうち 　日間

掘削規制 有  ・  無 ｱｽﾌｧﾙﾄ ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 砂 利 ・ その他（　　　　　）

同時施工 有  ・  無 上水・下水・ガス・他（　　　　）　／　同一溝内 ・ 別々

有  ・  無 （理由 ）

施工予定 ㎡

　全面通行止　・　片側通行止　・　その他　（　　　　　　　　 ）

会社名 請　負　・　直　営　・　自　営

責任者 連絡先 

許可条件

令和　　年　　月　　日 　松 本 市 長

松本市指令管第　　　　　　号

／ 本復旧面積　　Ａ＝

通 行 規 制 の 方 法

工 事 施 工 者

令 和 年 月

掘 削 の 場 所

備 考

道 路 状 況

工 事 の 実 施 方 法

本 復 旧 の 予 定

車道 ・ 歩道 ・その他

工 事 の 期 間

掘 削 の 目 的

１ 別途、道路交通法第77条に基づく道路使用許可（警察署）及び松本市火災予防条例第50条の規定に基づく道路工
事届（消防署）の手続きをとること。

２ 掘削は側溝等構造物の地山を崩さないように施工すること。つぼ堀り、溝堀り、あるいは推進工法によるものと
し、えぐり堀り（トンネル掘りを含む）は行ってはならない。(地山断面写真、鞘管施工写真を添付すること)

３ 埋戻土は、クラッシャーラン(40～0)又はこれに同等以上のものを使用することとし全土入替えにて行うこと。
４ 埋め戻しは、各層２０㎝ごとにランマー等により入念に突き固めること。
５ 仮復旧は、埋め戻し完了後直ちに実施することを原則とする。やむを得ず直ちに実施できない場合は、路盤の砕
石の飛散や洗堀等により、通行に支障を生じさせないよう適切な措置を講じること。

６ 仮復旧にあたり舗装路面は、現況路面にすり合わせるものとし、余盛りはしないこと。
７ 側溝、水路に掘削土砂や埋戻し土が極力入らない対策を図り、工事完了後には清掃を行うこと。
８ 仮復旧完了後直ちに、占用工事（仮復旧）完了届を提出すること。尚、そのときに、原状の舗装路盤構成が確認
できる写真等を添付すること。（その結果に基づき本復旧の舗装構成を決定する）

９ 本復旧は、仮復旧後概ね４ヶ月以上６ヶ月以内（冬季１２月～３月は施工不可）に行うこと。この際工事施工
１０日前迄に本復旧着手届を提出し、完了後には、占用工事完了届を提出すること。
10 明らかに工事の不良により起因したと認められる道路の損傷等については、本復旧後においても原因者において
修復すること。
11 規制に関する路面標示は仮復旧においても原状復旧すること。
12 掘削状況によって本復旧の残余幅員が路肩又はセンターラインから１.２ｍ未満の場合、又は舗装幅員が３ｍ
以下の場合は、全幅にわたり本復旧すること。

※上記による他、関係法令、「松本市道路占用工事共通仕様書」を遵守すること。

注) 別工事で施工する場合は無に○をし、その工事名と施行者を記載すること
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☆ 着工前・竣工 写真は、対比出来るように同じ方向から撮影したものを
写真帳の最初のページにまとめてください。

☆ 諸規定の深さ以上の施工を行う場合は、
土留め等による安全対策を必ず行ってください。

☆ 検測数値が写真で読めるように撮影してください。 （検測位置は「官民
界の官地側」の他に「本管直上」と「公共ます」の位置でも撮影してください。）
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☆ 残高検測により、転圧厚みを確認出来るように撮影をしてください。
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支管接着剤塗布状況

本管削孔状況

☆ 残高検測時には取付管φ１５０の扱い外径を１７０mmとしてください。

☆ 削孔完了時には、発生した廃材（切り抜き片）を一緒に撮影してください。

また、削孔面の清掃・支管の接着剤の塗布状況も撮影してください。

☆ 支管圧着状況（番線・シノ締め）が確認出来るようにしてください。
（接合状況が写真で確認できない「メカロック支管」は使用しない。）

7



☆ 管上・管側部の砂基礎の転圧は、管を痛めないように、
タコや剣スコップによる突固め転圧を行ってください。

☆ 残高検測により、転圧厚みを確認出来るように撮影をしてください。

☆ 下の写真のように、掘り抜きによる検測は、好ましくありません。
（転圧した箇所を荒らすことになりますので、再転圧が必要です。）

8



☆ 埋戻し写真は、２０ｃｍ毎のすべての各層について
敷均し状況・転圧状況・検測のパターンで撮影してください。

☆ 瀝青剤散布は、散布機を必ず使用し、ムラ無く均一に散布してください。
（じょうろ・ほうき・タイヤブラシは厳禁）

☆ 交通整理員を配置した場合は、状況写真を撮影してください。
☆ 安全管理状況の解る写真を撮影・添付してください。

9



☆ 防護蓋は凹型を使用し、
内蓋と防護蓋との離隔15㎝の検測写真を撮影・添付してください。

☆ 掘削側面及び他埋設管と離隔を３０ｃｍ以上確保してください。

10
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給排水設備担当から連絡およびお願いについて(全 4ページ) 
 

●「松本市給水装置工事設計施工基準」および「松本市排水設備工事設計施工基準」の記載内容は、 

令和７年度から変更はありません。 

 

【重点箇所の確認】 

１ 給排水設備工事の様式を一部見直し 

 ※令和６年度途中から申請書の記名、押印等について一部取扱いを変更しています。 

申請書類(表紙)の記入方法の変更 

  ⑴ 個人が申請する場合  

    申請者欄は申請者の自署のほか、記名(PC等での入力)でも申請できます。 

  ⑵ 法人等が申請する場合 

    ア 申請者欄は自署、法人等の場合は法人で作成したゴム印等の押印のほか、記名(PC 等での入

力)でも申請できます。 

      なお、自署にて記載する場合は、必ず申請者である役職者・代表者が記載をしてください。 

    イ 申請者欄には、代表者印(印鑑)を押印する必要はありません。 

  ⑶ 「工事内容説明及び確約書」、「誓約書」および「同意書」、「給水装置所有者変更・給水装置廃栓・水

栓情報変更申請書」については、個人の場合は自署、法人の場合は申請者の自署またはゴム印に

て提出してください(従来通り)。 

⑷ 寄附申出書（様式第１号（第３条関係））について 

     ア 捨て印を押印⇒要相談 

     イ 個人の場合は、「実印」「認め印」は問いません。 

     ウ 法人等の場合は代表者印 

⑸ 排水設備工事図面内の図枠に「誓約書・同意書」の項目を追加してください(８月１日より本運用)。 

⑹ 各種申請書類の記載について、必ず申請者の承諾を得てください。申請者の承諾がないことが判明

した場合は、虚偽申請と判断・不適格工事店となり、指定工事店の取消しとなります。 

 

2 農業集落排水の受入れ 

 ⑴ 令和 6年4月 1日から、松本市上下水道局管理規程の一部改正に伴い、松本市上下水道局で農

業集落排水を管理しています。合併地区の対象となる地域は、排水設備の申請を給排水設備担当へ

申請していただくようお願いいたします(安曇地区)。 

⑵ 申請書等の記載については、排水使用水源の記入欄に「その他（農集排）」と記載してください。  

 

３ 変更申請について 

 ⑴ 当初申請から配管経路や桝の種類・数に変更等が生じた場合は、当初申請を担当した職員に相談

し、変更申請の要否について職員の指示に従ってください。変更となったにも関わらず、変更届を提

出せずに無届で変更工事を施工し、完了届が提出されるケースがあります。 

 ⑵ 変更申請を提出の際は、図面資料ほか、数量等が変更された「材料一覧表」も提出をお願いします。 
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4 申請書添付書類について 

 ⑴ 土地所有者が確認できる書類の提出について 

すべての申請(※1)において、申請地の土地所有者が確認できる書類を提出してください。 

 ※1 ただし、使用メーターの口径変更の申請は除く。 

 公図、登記事項証明書（申請日以前３か月以内のもの）、土地売買契約書等  

原則として全部事項証明書(登記簿謄本)を提出し、土地所有者の経過が不明な場合や、現所有

者の記載がない場合に土地売買契約書を追加で提出するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

⑵ 排水設備工事における「基準に合致しない集中配管」による施工時の誓約書の提出の見直し 

松本市排水設備工事設計施工基準では、台所の雑排水は単独系統とすることと明記しています。

配管の都合上、その他雑排水との集合配管にせざるを得ない場合には、「工事内容説明および確約

書」に上記「基準に合致しない集中配管」旨の文言を明記することで施工を可とします。 

また、この件単独での誓約書の提出は不要とします。 

ただし、配管困難な状況等に限定するもので、文言ありきで集中配管を推奨するものではないこ

とをご留意ください。 

⑶ 「工事内容説明及び確約書」の様式に「井水の利用」の項目が記載されています。その中で、「□有」

または「□無」のどちらかにチェックの記入を必ずお願いします(旧様式は使用しないでください)。 

⑷ 給水装置工事及び排水設備工事について「給水装置工事完了に伴う自主検査確認書」ないし「排水

設備工事完了に伴う自主検査確認書」を記載のうえ、完了届兼検査書に添付してください。なお、

右上の（適合・不適合）を必ず判定してください。 

⑸ ⑷の自主検査確認書は、内容を確認し、該当箇所のみチェックし、関係のない項目は省略ください。 

⑹ 寄附申出書に添付する見積書は、寄附管に係る工事費のみが計上されているものとしてください。 

⑺ メーターＢＯＸ内の止水栓が、「逆止付止水栓(ＢＬＣ)」の場合は申請図面にその旨記入してください。 

⑻ 「下水道使用開始申請書」の使用者は請求先の住所を、使用戸数は井戸を使用している方のみ記

入してください。また、水洗便器数は旧本郷下水道を使用している方のみ記入してください。 

⑼ 下水道使用開始申請書について、水栓所在地は住居表示で、使用者の住所は使用開始日からの送

付先住所を、アパート等の建物名はフリガナも含め、必ず記入してください。 

⑽ 給水装置所有者変更・給水装置廃栓・水栓情報変更申請書に添付する書類(公図、全部事項証明

等)は、工事申請と同時に提出される場合でも省略せず、給水装置所有者変更・給水装置廃栓・水栓

情報変更申請書、工事申請書それぞれに添付してください。 

 

5  増額または減額用の子メーターを設置する計画がある場合は、事前に営業課料金担当と打合せを行

ってください。 

例：会社建屋の建築等のため個人所有の土地に、その個人が代表を勤める会社法人が

給水工事承認申請、排水設備等工事計画確認申請をする場合は、公図、登記事項証

明書等の確認書類のほかに「土地使用同意書」が必要になります。 

(「会社法人」と「代表者個人」は別人格です。) 
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6  申請地内に複数の水栓がある場合で使用しない水栓は、原則、撤去（廃栓）してください。 

  なお、やむを得ず残置する場合は、これまでと同様に誓約書の提出をお願いします。 

また、誓約は、「将来の具体的な用途」について記載し、維持管理を適正に行う内容としてください。 

「将来使用予定があるため」という不確実で曖昧な内容では、申請を受付けできません。 

  「一敷地１水栓」という施工基準の遵守をお願いします（松本市給水装置工事設計施工基準 P8 ）。 

 

7 止水栓等の埋設する給水装置について 

蓋が止水栓に接触して機能低下により出水不良になった事例がありました。 

防護蓋及び内蓋、バルブとの離隔に注意してください(維持管理に支障のない離隔を取ること)。 

 

8 年数が経過した土地区画整理事業区域の宅地について 

土地区画整理事業で造成した箇所のうち、古い開発地については給水管の取出しを行ったまま水栓

番号が登録されていない(水栓権利を取得していない)給水装置があります。土地区画整理や開発行為

で施工した土地に新たに給水装置を取り出す場合は、現地を確認のうえ、事前に給排水設備担当へ相

談してください。 

（特に若宮土地区画整理事業には未登録の給水装置が埋設されています。） 

 

9 宅地造成工事施工時のお願いについて 

   宅地造成において、「一次側取出工事のみ」の施工や、「管のみ工事」を施工する事業者は、全体工事

完了まで、メータボックス周辺や、管のみ工事の二次側配管に問題が生じないよう注意をしてください。 

   配管工事完工後に行ったアスファルト転圧などが原因で、メータボックス内取出管の水平状態が曲が

っていたり、転圧で極端に短くなっていることや、管のみ配管の一次側と二次側を接続する単管が外れ

ていたり、袋ナットが限界まで締められている又は緩められていることで、メータの接続や交換に支障

をきたすという相談が寄せられています。 

 

10 完了届の提出並びに工事完了検査の受検体制について 

   現場検査の際に、申請者等（その家族、もしくは建売住宅の購入者）から不審に思われるなどのトラブ

ルが発生しています。 

⑴ 工事完了後（20 日以内）、速やかに完了届を提出するとともに、受検できるようにしてください。 

  極力、完了届提出時に検査日程を打合せするようお願いします。 

⑵ 現場検査の事前に、検査に伺う旨を申請者に連絡しておいてください。 

⑶ 申請者のお宅に伺う際には、ご自身（工事店）の身分を名乗り、要件を伝えることを徹底してください。 

⑷ 主任技術者証や責任技術者証、社員証等を必ず携行し、要求された際には提示をお願いします。 

⑸ 完了届に添付する竣工写真は、「給排水工事写真撮影要領」に沿って撮影してください。 

  担当による個別指示がない場合にも、上記要領に記載されている内容は網羅して撮影してください。 
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11 電子申請関係について 

⑴ 従来版の申請フォーム(各種)を閉鎖し、本年４月にリリースした新しいフォーム各種に一本化します。 

事務連絡会以降は、新フォームをご利用ください。 

また、新フォームへの移行に伴い、電子申請における内容の修正や差替え、資料の追加指示などは、

原則 Eメールで行います。申請時のアドレス間違いや迷惑メール設定など適宜確認をお願いします。 

⑵ 電子申請の許可時に渡していた「申請書表紙(控え)」のお渡しを省略します。 

 申請送信完了時の「入力内容確認控え」や「受付完了メール」、「マイページ」などをご活用ください 

⑶ 他部局への申請がセットで必要となる工事申請の電子での受付を取りやめます(道路占用、掘削)。 

該当する工事は、従来通り給排水設備担当窓口にて申請をお願いします。 

※給排水設備工事を「電子」申請し、占用・掘削関連書類のみ上下水道局に持参することは可としま

すが、その際は電子申請を送信した翌営業日までに書類一式をご持参ください。 

⑷ 完了届の電子申請受付を取りやめます。 

従来通り、上下水道局窓口へ提出をお願いします。 

※職員立会による検査が必要な工事は、原則完了届提出時に検査日程の打合せをお願いします 

 上記⑴～⑷の各内容は、令和８年７月３１日まではこれまで通りの運用とし、８月１日より変更とします。 

 

12 申請の受付時間について 

各種申請の受付は、営業日の１５時３０分までですので、徹底をお願いします。 

   (電子申請における申請審査手数料の支払いも同様です。) 

 

13 その他 

⑴ 各種申請にかかる書類は「最新の様式」を使用してください。また、原則として上下水道局で紙面、

データを配布しているものを使用することとしてください。 

事業者が独自に作成した
．．．．．．．

様式
．．

の使用や、様式内に元から記載されている文章の改編は禁止します。 

⑵ 道路占用、掘削等の本復旧は必ず期限までに施工してください。 

⑶ 窓口での相談は、多くのお客様の問合せをお受けできるよう、要点のみ短時間でお願いします。 

⑷ 「宅内申請にかかる書類作成の手引き」を作成しました(別冊)。今後、申請の参考にしてください。 
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営業課 給排水設備担当（普及） 

からの連絡事項 
 

 

１ 下水道事業受益者負(分)担金について （Ｐ-１） 

 

⑴  受益者負担金精算状況の事前確認の徹底について 

 

⑵  受益者負担金の徴収猶予地について 

 

⑶  自営工事（汚水桝設置）に係る汚水放流納付金の減免について 

 

⑷  下水道事業計画区域外から区域内の既設汚水桝への放流について 

 

 

２ 補助金について （Ｐ-２～６） 

 

⑴  私設汚水ポンプ設置費補助金のご案内 

 

⑵  松本市水洗化ローンのご案内 
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１ 下水道事業受益者負担金(分担金)について 
 

下水道事業受益者負担金(分担金)制度は、公共下水道整備の推進に重要な役割を果たしています。 

都市計画法第７５条及び地方自治法第２２４条に基づき、公共下水道整備費用の一部を受益者の皆さま

に負担していただいていますが、受益者負担金(分担金)（以下「受益者負担金」という。）の徴収に関して、

上下水道局と受益者との間でトラブルが生じるケースがありますので、以下の点について徹底していた

だきますようご協力をお願いします。 

 

⑴  受益者負担金精算状況の事前確認の徹底について 

下水道に係る工事申請（汚水桝設置および宅内工事）がある場合、公共桝の有無にかかわらず、必

ず事前に該当地番の受益者負担金精算状況を水道局窓口で確認し、精算済みでない場合は、受益者

負担金が発生する旨を施主（工事申請者）へ確実にお伝えください。また、お問い合わせの際は、なる

べく公図の写しなど該当地が確認できる書類をお持ちください。 

 

⑵  受益者負担金の徴収猶予地について 

受益者負担金の徴収猶予地における工事申請の場合は、受益者負担金を支払われる方の「誓約書」

及び「受益者異動申告書」の提出をお願いします。 

 

⑶  自営工事（公共汚水桝設置）に係る汚水放流納付金の減免について 

受益者負担金が未賦課の土地において自営工事を行う場合に、受益者負担金相当額の汚水放流納

付金の納付が発生しますが、以下のような減免措置があります。 

地 区 名 減 免 措 置 内 容 

松本 公共汚水桝設置に係る工事精算額の１／５の額 

(対象工事費は、舗装本復旧費まで含む。) 

梓川 ・ 波田 公共汚水桝設置に係る工事精算額全額 

（対象工事費は、舗装本復旧費を除く。）  

四賀 減免措置なし 

また、上水道と同時埋設の場合については、工事費を按分する等により下水道に係る工事費を算出

していただきますようお願いします。 

なお、減免には申請が必要で、令和７年度からLoGoフォームでの申請を推奨しています。それに伴

い、汚水放流許可書をお渡しする際に交付していた減免申請書（紙）の交付を廃止しました。 

 

⑷  下水道事業計画区域外から区域内の既設汚水桝への放流について 

区域外から区域内にある既設の汚水桝へ放流する場合、下水道課への汚水放流許可申請が必要と

なります。汚水放流許可申請後、工事申請者へ納入通知書を速やかに送付します。 

なお、入金が確認できるまで放流許可及び宅内工事の許可も下りませんのでご了承ください。 
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２－⑴ 私設汚水ポンプ設置費補助金のご案内 

 

 

 公共下水道への接続にあたり、低地等の立地条件のため自然流下

の方法では汚水を公共下水道に排除することが困難であり、汚水ポ

ンプを設置する必要がある場合に、費用の一部を補助する制度です。 

 

 

１ 利用要件 

⑴   市内（四賀・安曇・梓川・波田を除く。）における公共下水道

の計画整備時において、低地等の立地条件により自然流下の方

法では汚水を公共下水道に排除することが困難な住宅の所有

者又は使用者 

⑵ 公共下水道の排水区域内であること。 

⑶ 個人の家屋（事業所等は対象外） 

⑷ 補助対象箇所としての指定箇所 

⑸ 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。 

 

 

２ 補助対象限度額（一戸あたり） 

⑴ ポンプ施設の新設     １００万円 

⑵ 耐用年数経過後※のポンプ施設の更新 １００万円 

⑶ 故障等によるポンプ施設の修繕   ３０万円 

※更新における耐用年数経過後とは、設置から１０年以上とします。 

 

 

手続きは、下水道排水設備指定工事店に代行していただきます。 

申請や相談がありましたら、担当までご連絡ください。 

 

 



資 7-3 

松本市私設汚水ポンプ設置費補助金事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類等の流れ】 

⑴  「松本市公共下水道施設汚水ポンプ設置費補助金交付申請書」により申請 

⑵  事前審査(補助対象要件に該当するか、市税等の滞納の有無)を行います。 

⑶  審査結果により、「補助金交付決定書」を交付します。 

（審査次第では、不交付の場合もあります。） 

⑷  工事完了後、工事完了届兼検査書と一緒に「松本市公共下水道施設汚水ポン

プ設置費補助金実績報告書」を提出 

⑸  現地検査・書類審査のうえ、「補助金交付確定通知書」を交付します。 

⑹  請求書が提出されたのち、補助金をお支払します。 

工事店 上下水道

局 

⑵ （事前審査） 

市税等滞納有無

の確認 

申請者 

⑶ 交付決定 

（審査次第では、 

不交付の場合有） 

⑸ 交付確定 

（工事完了届） 

（工事申請） 

（請求書） 

 

（口座振込） 

⑷ 実績報告 

⑴ 申請 

（工事許可証） 

（検査、 
検査済証） 

⑹ 支払処理 

※約２週間、 

要します 



 

資 7-4 

２－⑵ 松本市水洗化ローンのご案内 

 

 排水設備工事の費用にあてるための資金として、金融機関からお金

を借りていただき、その利子について上下水道局が利子補給（松本市

水洗便所等築造資金融資あっせん及び利子補給制度）をするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 融資あっせん額  水洗化・排水設備等の設置工事費で、 

一戸あたり８０万円以内 

 

● 利子への対応  上下水道局が全額補給 

 

● 償還方法  元金均等月賦償還（元金のみの償還） 

 

● 償還回数  貸付を受けた翌月から６０回以内 

 

● 融資取扱金融機関 

（市内の各店） 

 長野県信用組合、松本信用金庫、 

松本ハイランド農業協同組合 

 

● 貸付方法  借受者の指定する預金口座 

 

● 貸付実行日  毎月７日または２２日 

（金融機関が休業日の場合は、その翌営業日） 

 
  



 

資 7-5 

水洗化ローンは、次の要件に該当する方が利用できます。 

 

● 市内に居住し、独立の生計を営む方 

→ 松本市に住民登録があることが条件です。 

 

● 十分な償還能力を有する方 

 

● 融資あっせんの目的である排水設備の設置または水洗便所等への築造を

完遂し、継続して使用する方 

→ 新築工事の場合は、対象になりません。 

 

● 市税・下水道事業受益者負担金（分担金）・水道料金等の滞納がない方 

 

● 工事費用を一時に負担することが困難であると認められる方 

 

● 借受者と生計が異なり、弁済の資力を有する連帯保証人（市内居住者）

１人を有する方 

 

● 金融機関から取引停止の処分を受けていない方 

 

● 年間総所得が８００万円以下の方 

 

● その他、管理者が適当と認める方 

※既存の居住用住宅を水洗化する場合に利用できますが、詳細については上下水道局

営業課給排水設備担当までお問い合わせのうえ、お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資 7-6 

松本市水洗便所等融資あっせん利子補給事務（水洗化ローン）の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類等の流れ】 

⑴ 「松本市水洗化ローン融資あっせん承諾申請書及び所得証明確認同意書」にて承諾申請 

⑵ 借入金融機関に、貸付が可能かどうかの協議を行い、あわせて事前審査を実施 

⑶ 審査結果により、「融資あっせん承諾
．．

書
．
」交付（審査次第では、不承諾の場合もあり） 

⑷ 工事完了後、「松本市水洗化ローン融資あっせん申請書」によりあっせん申請 

⑸ 審査後に「融資あっせん決定書
．．．

」交付、同時に金融機関宛に「貸付実行依頼書」を送付 

⑹ 「融資あっせん決定書」など必要書類を用意のうえ、あっせん決定から 30 日以内に貸

付の手続き 

工事店 上下水道

局 

金融機関 

⑵ 貸付協議 

申請者 

⑶ 承諾 

（審査次第では、 

不承諾の場合有） 

⑸ あっせん決定 

⑸ 貸付実行依頼 

（工事完了届） 

（工事申請） 

⑹ あっせん決定から３０日以内に貸付手続き 

（貸付実行） 

（償還） 

（利子補給） 

⑷ あっせん申請 

⑴ 承諾申請 

（工事許可証） 

（検査、 
検査済証） 

⑵ （事前審査） 

市税等滞納有無

所得状況の確認 

※約３週間、 

要します 

※約２週間、 

要します 


